
議案第２５９号 

   川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成２４年１２月１１日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

   川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２３８号ア中「第２４０号アにおいて」を「以下」に改め、同条中

第２６２号を第２６６号とし、第２４４号から第２６１号までを４号ずつ繰り

下げ、第２４３号の次に次の４号を加える。 

（２４４） 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５

３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請（以下こ

の号及び次号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合する旨をエネルギーの

使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７６条第１項

に規定する登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関（第２４６号

において「登録建築物調査機関等」という。）が証する書類が当該認定

申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する部分を有しないも



のに限る。以下この号及び第２４６号において同じ。） １件につき 

４，９００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築

物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分（人の居住の用に供する建築物の部分のうち住戸の部分

をいう。以下この号において同じ。） 次に掲げる住戸の総数の区

分に応じ次に規定する額 

(ａ) １戸                   ４，９００円 

(ｂ) ２戸以上５戸以下             ９，６００円 

(ｃ) ６戸以上１０戸以下           １６，０００円 

(ｄ) １１戸以上２５戸以下          ２７，０００円 

(ｅ) ２６戸以上５０戸以下          ４５，０００円 

(ｆ) ５１戸以上１００戸以下         ８１，０００円 

(ｇ) １０１戸以上２００戸以下       １３０，０００円 

(ｈ) ２０１戸以上３００戸以下       １６０，０００円 

(ｉ) ３０１戸以上             １７０，０００円 

ｂ 共用部分（人の居住の用に供する建築物の部分のうち住宅部分を

除いた部分をいう。以下この号において同じ。） 次に掲げる建築

物の区分に応じ次に規定する額 

(ａ) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの  

９，６００円 

(ｂ)  共用部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え２，００

０平方メートル以内のもの          ２７，０００円 

(ｃ)  共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの        ８１，０００円 



(ｄ)  共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの       １３０，０００円 

(ｅ)  共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの    １６０，０００円 

(ｆ)  共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの                  ２００，０００円 

ｃ 非住宅部分（住宅部分及び共用部分以外の建築物の部分をいう。

以下この号において同じ。） 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

(ａ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの  

９，６００円 

(ｂ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え２，０

００平方メートル以内のもの        ２７，０００円 

(ｃ)  非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの       ８１，０００円 

(ｄ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの    １３０，０００円 

(ｅ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え

２５，０００平方メートル以内のもの   １６０，０００円 

(ｆ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超え

るもの                 ２００，０００円 

イ ア以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅         １件につき ３４，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築

物の部分の区分に応じ次に規定する額 



    ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

(ａ) １戸                  ３４，０００円 

(ｂ) ２戸以上５戸以下            ６９，０００円 

(ｃ) ６戸以上１０戸以下           ９７，０００円 

(ｄ) １１戸以上２５戸以下         １４０，０００円 

(ｅ) ２６戸以上５０戸以下         ２００，０００円 

(ｆ) ５１戸以上１００戸以下        ２８０，０００円 

(ｇ) １０１戸以上２００戸以下       ３８０，０００円 

(ｈ) ２０１戸以上３００戸以下       ５００，０００円 

(ｉ) ３０１戸以上             ５９０，０００円 

ｂ 共用部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

(ａ) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの  

１１０，０００円 

(ｂ) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え２，００

０平方メートル以内のもの        １８０，０００円 

(ｃ) 共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの       ２８０，０００円 

(ｄ) 共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの        ３６０，０００円 

(ｅ) 共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの     ４３０，０００円 

(ｆ) 共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの                  ５００，０００円 

  ｃ 非住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

(ａ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの 



２４０，０００円 

(ｂ) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え２，０

００平方メートル以内のもの       ３８０，０００円 

(ｃ) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの       ５５０，０００円 

(ｄ) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの    ６７０，０００円 

(ｅ) 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え

２５，０００平方メートル以内のもの   ７９０，０００円 

(ｆ) 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超え

るもの                 ９００，０００円 

（２４５） 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項後段の規定に基づ

く確認申請書の提出が行われた場合における同法第５３条第１項の規定に

基づく認定申請に対する審査 

  ア 確認申請書に係る建築物の計画に要判定建築物が含まれるとき。 １

件につき 前号の規定により算定した額に次に規定する額の合計額を加

えた額 

(ア) 第１８２号に規定する額（確認申請書に係る建築物の計画に昇降機

に係る部分が含まれる場合にあっては、同号に規定する額に第１８７

号に規定する額を加えた額。以下この号及び第２４７号イにおいて同

じ。） 

(イ) １要判定建築物につき次に掲げる要判定建築物に係る構造計算の方

法の区分に応じ次に規定する額 

ａ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣が定めた方法による

場合 次に掲げる要判定建築物の区分に応じ次に規定する額 



(ａ)  床面積の合計が１，０００平方メートル以内のもの 

 １６６，８００円 

(ｂ) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの           ２２２，４５０円 

(ｃ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの          ２５５，０００円 

(ｄ) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの         ３３６，９００円 

(ｅ) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの   

６１９，３５０円 

ｂ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプロ

グラムによる場合 次に掲げる要判定建築物の区分に応じ次に規定

する額 

(ａ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以内のもの 

１１５，３５０円 

(ｂ) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの           １４３，７００円 

(ｃ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの          １５７，３５０円 

(ｄ) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの         １９９，３５０円 

(ｅ) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの   

３３７，９５０円 

  イ ア以外のとき。 １件につき 前号の規定により算定した額に第１８

２号に規定する額又は第１８７号に規定する額を加えた額 



（２４６） 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請（以下この号及び次号において

「変更認定申請」という。）に対する審査 

  ア 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進

に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築

物調査機関等が証する書類が当該変更認定申請に係る申請書に添付され

ている場合 

(ア) 一戸建ての住宅          １件につき ２，４５０円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額    

ａ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項の認定を受け

た低炭素建築物新築等計画（以下この号において「認定済計画」と

いう。）に係る建築物の部分について第２４４号ア(イ)の規定により

算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第２４

４号ア(イ)の規定により算定した額 

イ ア以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅         １件につき １７，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第２４４号イ(イ)の規定に

より算定した額に２分の１を乗じて得た額 

    ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第２４

４号イ(イ)の規定により算定した額 

（２４７） 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第２項において準用する

同法第５４条第２項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合

における同法第５５条第１項の規定に基づく変更認定申請に対する審査 



ア 確認申請書に係る建築物の計画に要判定建築物が含まれるとき。 １

件につき 前号の規定により算定した額に第２４５号アに規定する額を

加えた額 

  イ ア以外のとき。 １件につき 前号の規定により算定した額に第１８

２号に規定する額又は第１８７号に規定する額を加えた額 

第５条中「第２条第２６０号」を「第２条第２６４号」に改める。 

第８条ただし書中「及び第２４４号」を「、第２４５号ア、第２４７号ア及

び第２４８号」に改める。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

参考資料 

   制 定 要 旨 

 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素化のための建築物

の新築等に関する計画の認定の申請に係る手数料の新設等を行うため、この条

例を制定するものである。 


